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「男女共同参画・女性活躍の推進にかかる情報発信業務」仕様書 

 

Ⅰ. 基本事項 

１．業務名 

「男女共同参画・女性活躍の推進にかかる情報発信業務」 

 

２．業務の概要 

 八尾市男女共同参画センター「すみれ」における事業内容をはじめとする男女共同参画・

女性活躍の推進にかかる情報発信につき、若年層に対しても効果的に訴求すると考えられる

業務提案を行い、さらに提案した内容を実施する。 

 

３．業務の目的 

八尾市男女共同参画センター「すみれ」における事業内容をはじめとする男女共同参画・

女性活躍の推進にかかる情報発信につき、効果的に実施するため、当該業務を事業者に委託

する。 

なお、委託事業者の選定において、情報発信等の分野で高い専門性を持ち、ノウハウが蓄

積された事業者から提案を受け、本業務を委託するのに最もふさわしい事業者を総合的に評

価するため、プロポーザル方式による提案審査を実施する。 

 

４. 業務項目 

業務項目は、以下のとおりである。 

（１） 位置情報サービス及びメディア閲覧データ等を利用した WEB 広告による八尾市男女共

同参画センター「すみれ」の広報 全２回以上 

（２） その他、本事業に関連した取り組み 

（３） 第１号及び第２号にかかる活動に必要な調整等 

 

５．業務内容 

事業の目的を達成するため、以下の取組を実施する。 

（１）位置情報サービス及びメディア閲覧データ等を利用したWEB広告による八尾市男女共同

参画センター「すみれ」の広報(全２回以上)について 

①広告配信は位置情報サービス及びメディア閲覧データ等を利用して実施すること。な

お、配信回数は２回以上とし、期間については双方の協議の上、決定する。 

   【１】配信対象 

    ア. 対象者：八尾市在住者（八尾市在勤者・在学者含む） 

    イ. 配信機器 ：スマートフォン端末･タブレット･パソコン 

    ウ. その他関連するキーワードを検索、投稿したアカウントおよび端末 

   【２】広告機能 

    閲覧者が広告をクリックすることにより、八尾市男女共同参画センター｢すみれ｣の
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ホームページ(https://yao-sumire.com/)に移動する。 

    なお、効果的な周知を図るため、受託者は委託者に対し必要な助言を行うこと。 

   【３】広告バナー 

    広告に表示される画像データの作成を行う。 

    取組みの啓発、ホームページに誘導するコピー、配信元を記載した広告出稿にあた

る原稿、その他広告配信に必要な作業を行う。 

    ※広告バナーについては掲載量や掲載枠を考慮し、効率化のためのＡＢテストも行

えるよう複数パターンを用意し、事前に委託者に確認すること。 

    ※広告に掲載する原稿については委託者と協議して決定すること。 

    ※広告の配信元は委託者とする。 

②広告配信については、設計･運用管理を実施すること。 

   【１】広告プランニング 

配信先の調査・選定、イメージ画像、誘導コピー、デザイン等の広告に必要な制 

作物の作成を行う。 

【２】配信報告書 

     配信報告書については、配信開始１週間経過後及び全配信期間終了後に、掲載広

告ごとの掲載実績及び分析状況の報告書を作成・提出するとともに、結果報告会を

実施したうえで、委託者における今後の広報活動について助言を行うこと。また、

実績や分析状況の報告書の作成するにあたっては、委託者と協議し、その協議した

内容も併せて報告すること。 

 

（２）その他、本事業に関連した取り組みについて 

第１号のほか、事業目的の達成に向けて効果的な媒体があれば、経費の範囲内で提案に

盛り込むこと。 

また、障がいのある人等が障がいのない人と同等の機会を確保できるよう配慮した提案

とすること。 

 

６．成果品及び納入期限（資料はカラーを含む） 

（１）WEB広告配信に基づいて作成した広告バナーのデータ 

（２）配信報告書 

（３）その他、本事業に関連した取り組みによる成果物 

※各成果品の納入期限については委託者と協議のうえ決定する。 

提出先 八尾市人権ふれあい部人権政策課 

〒581-0003 八尾市本町一丁目１番１号 

 

７．契約期間 

契約締結日から令和７年３月31日 
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Ⅱ. 契約等 

１．契約条件等に関する事項 

(1) 委託料の支払い 

委託者と受託者の協議のうえ、支払い方法を決定する。 

(2) 契約保証金 

① 契約保証金は必要とする（ただし、八尾市財務規則第122条第３項又は第６号に該 

当する場合は契約保証金を免除する）。 

② 保証人は不要とする。 

(3) 再委託について 

① 委託業務での総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等に 

おいては、受託者はこれを再委託することはできない。 

② 受託者は、コピー、文書入力、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業 

 務の再委託にあたっては、委託者の承諾を必要としない。 

③ 受託者は、②に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により委託者の承 

諾を得なければならない。 

④ 受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係 

を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務 

を実施しなければならない。なお、再委託の相手方は、八尾市暴力団排除条例に基 

づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。 

(4) 業務報告等 

① 報告書の提出 

委託業務完了後、速やかに業務完了報告書及び活動内容、成果についての実績報告 

書を提出すること。 

② 事業の検査・確認 

委託者は、報告受領後、事業内容や経費について検査するとともに、ヒアリング・ 

実地調査等を実施する場合がある。 

(5) 費用分担等 

業務委託料には、講師謝礼（講師旅費含む）、消耗品・備品費（資料印刷用紙、筆記具 

等）、通信運搬費（電話料、インターネット回線費用等）、印刷製本費、事務人件費等を含 

むものとし、委託者は業務委託料たる契約金以外の費用は負担しない。 

また、本事業における打ち合わせ等に要する経費（旅費、電話料、消耗品費等）につい 

ても受託者の負担とする。 

  

(6) 契約の解除 

次のいずれかの事情が生じた場合、委託者はその理由を示して、本契約を解除できるも 

のとする。 

① 受託者に不正行為があった場合 
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② 受託者が正当な理由なく業務実施を著しく遅延し、また業務に着手しない場合 

③ 受託者の業務実施状況が著しく誠意を欠くと認められる場合 
    

また、契約締結後、当該契約の履行期間中に受託者が八尾市暴力団排除条例に基づく

入札等除外措置を受けたときは契約を解除する。 

 

２．個人情報の取り扱い 

業務の履行に際して入手した個人情報及びデータの管理にあたっては個人情報の保護に関 

する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第１項に規定す 

る個人情報（以下「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報保護法を遵守し、個人 

情報の保護に努めなければならない。 

業務に係る個人情報の取扱いについては、次のとおりとする。 

(1) 個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報保護法の趣旨を

踏まえ、各条項の規定を遵守し、個人情報保護の措置を講じること。 

(2) 委託業務に係る個人情報について、第三者への提供を禁止する。 

(3) 委託業務の履行に際して取得し、若しくは作成した個人情報が記録されている文書等

又は電磁的記録の複写及び複製を禁止する。 

(4) 委託業務を受託し、若しくは受託していた業務に従事している者又は従事していた者

は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせること、又は不

当な目的に利用することについて、禁止する。 

(5) データ管理について、適宜適切なデータ管理・保管に努めること。個人情報等が含ま

れるデータについては、施錠できるロッカー等で管理・保管することとし、管理方法・

保管場所を報告すること。 

(6) データ保護及び機密保護を徹底するため、データ管理者・データ使用作業従事者をは 

じめとする関係者全員に対してデータ保護及び機密保護に関する趣旨説明資料を配布 

し、その重要性についての説明を徹底するなど適切な措置を講じること。 

(7) データ管理者・データ使用作業従事者を始めとする関係者全員の氏名を報告すること。 

 

３．情報公開への対応 

受託者は、八尾市情報公開条例の趣旨を踏まえ、事業の運営に関する情報を公開するため 

必要な措置を講じなければならない。 

 

４．法令等の遵守 

事業の運営を行うにあたっては、次の関係法令等を遵守すること。 

地方自治法、地方自治法施行令、労働基準法、労働安全衛生法、著作権法、 

個人情報の保護に関する法律、八尾市情報公開条例、その他関連法規 
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５．その他 

(1) 受託者は、事業実施における安全管理を徹底すること。 

(2) 受託者は、事業を実施するにあたり宗教活動及び政治活動、及び特定の公職者（候補 

者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした活動を行わないこと。 

(3) 受託者は、受託内容に疑義が生じた場合は、速やかに委託者に確認を行うこと。 

(4) 仕様書の疑義については、都度、委託者に確認し、その指示によること。 

(5) その他、この仕様書に定めのない事項または、委託業務内容に疑義が生じたときは 

委託者と受託者の協議のうえこれを処理・決定するものとする。 

 

 

６．問合せ先 

〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目１番１号 

八尾市 人権ふれあい部 人権政策課 

TEL：072－924－3830  FAX：072－924－0175 

E-mail： jinkenseisaku@city.yao.osaka.jp 

 


